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同日原本領収競判所書記官篭
生活保護引下げ処分取消請求事件（第1事件）

生活保護引下げ処分取消請求事件(第2事件）

令和4年3月7日判決言渡

平成27年（行ウ）第9号

平成28年（行ウ）第6号

口頭弁論終結日令和3年1

1

1月1日

判

第1事件原告

第2事件原告

~ ~原告ら訴訟代理人弁護士

秋田市山王一丁目1番1号

被 告

同代表者市長

処分行政庁

秋田県湯沢市佐竹町1番1号

被 告

同代表者市長

処分~行政庁

秋田県能代市上町1番3号

被 告

同代表者市長

処分行政庁

決

別紙第1事件原告目録記載のとおり

別紙第2事件原告目録記載のとおり

別紙訴訟代理人目録記載のとおり
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湯 沢 市

佐 藤 夫

湯沢市福祉事務所~長
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秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30
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同代表者市長~ 田

処分行政庁 ~ 仙

秋田市山王4丁目1番1号
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同代表者知事 佐 竹 敬 久

処~分行政庁 南福祉事務所長

~ （各原告らと処分行政庁との対応関係は,別紙処分一覧表記載のとおりである｡）

被告ら指定代理人 別紙指定代理人目録記載のとおり ‘

主 文

1原告らの請求をいずれも棄却する。

2訴訟費用は原告らの負担とする。

事実及び理由

第1請求

1第1事件

（1）別紙処分一覧表1の「処分庁」欄記載の各処分行政庁が「処分の名宛人」欄

記載の者らに対して「処分日」欄記載の各年月日付でした各保護変更決定処分

のうち，平成25年厚生労働省告示第174号によって金額を減額する部分を

取り消す。

（2）別紙処分一覧表2の「処分庁」欄記載の各処分行政庁が「処分の名宛人」欄

記載の者らに対して「処分日」欄記載の各年月日付でした各保護変更決定処分

のうち，平成26年厚生労働省告示第136号によって金額を減額する部分を

取り消す。

2第2事件~

・ 別紙処分一覧表3の「処分庁」欄記載の各処分行政庁が「処分の名宛人」欄記

載の者らに対して「処分日」欄記載の各年月日付でした各保護変更決定処分のう

ち，平成27年厚生労働省告示第227号によって金額を減額する部分を取り消
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第2事案の概要等

1原告らは，それぞれが受けた下記の本件処分1～3の時点において，生活保護

法（以下，単に「法」ということがある｡)に基づく生活扶助を受給していた。
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第1事件の原告らのうち，別紙処分一覧表1の「処分の名宛人」欄記載の者ら

は，生活保護法による保護の基準（昭和38年4月1日号外厚生省告示第158

号。以下「保護基準」という｡）における生活扶助の基準（以下「生活扶助基準」

という｡）を改定する厚生労働省告示(平成25年厚生労働省告示第174号。同

年8月1日から適用される。以下「本件告示1」という｡）により生活扶助基準が

改定（以下「平成25年改定」という｡）されたことに基づき，それぞれ，別紙処

分一覧表1の｢処分庁｣欄記載の各処分行政庁から,各保護変更決定処分(以下，

これらを併せて「本件処分1」という｡）を受けた。また，第1事件の原告らのう

ち，別紙処分一覧表2の「処分の名宛人」欄記載の者らは，本件告示1に引き続

いて保護基準における生活扶助基準を改定する厚生労働省告示（平成26年厚生

労働省告示第136号。同年4月1日から適用される。以下「本件告示2」とい

う｡）により生活扶助基準が改定（以下「平成26年改定」という｡）されたこと

に基づき，それぞれ,別紙処分一覧表2の｢処分庁｣欄記載の各処分行政庁から，

各保護変更決定処分（以下，これらを併せて「本件処分2」という。）を受けた。

第2事件の原告らは，本件告示2に引き続いて保護基準における生活扶助基準

を改定する厚生労働省告示（平成27年厚生労働省告示第227号。同年4月1

日から適用される。以下「本件告示3」といい，本件告示1から本件告示3まで

を併せて「本件各告示」という｡）により生活扶助基準が改定（以下「平成27年

改定」といい,これと平成25年改定及び平成26年改定を併せて｢本件各改定」

という｡）されたことに基づき，それぞれ，別紙処分一覧表3の「処分庁」欄記載

の各処分行政庁から，各保護変更決定処分(以下，これらを併せて「本件処分3」

という。また，本件処分1～3を併せて「本件全処分」という。 ）を受けた。

第1事件は，原告らが，本件処分1及び本件処分2は，第1事件原告らの健康

で文化的な最低限度の生活を営む権利を侵害するもので，憲法25条，生活保護

法1条， 3条， 8条に違反すると主張して，本件処分1及び本件処分2のうち，

本件告示1及び本件告示2によって金額を減額する部分の取消しを求める事案
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である。

第2事件は，原告らが，本件処分3は，第2事件原告らの健康で文化的な最低

限度の生活を営む権利を侵害するもので，憲法25条，生活保護法1条， 3条，

8条に違反すると主張して，本件処分3のうち，本件告示3によって金額を減額

する部分の取消しを求める事案である。

2関係法令の定め等

（1）生活保護法

ア目的（1条）

生活保護法は，憲法25条に規定する理念に基づき，国が生活に困窮する

全ての国民に対し，その困窮の程度に応じ，必要な保護を行い，その最低限

度の生活を保障するとともに，その自立を助長することを目的とする。

イ最低生活（3条）

生活保護法により保障される最低限度の生活は，健康で文化的な生活水準

5
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⑧

10

を維持することができるものでなければならない。

ウ基準及び程度の原則（8条） ~

1項保護は，厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者（生活

保護法による保護を必要とする者をいう。以下同じ｡）の需要を基と

し,そのうち，要保護者の金銭又は物品で満たすことのできない不足

分を補う程度において行うものとする。

2項前項の基準は，要保護者の年齢別，性別，世帯構成別，所在地域別

その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の

需要を満たすに十分なものであって，かつ，これをこえないものでな
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ければならない。

エ必要即応の原則（9条）

保護は，要保護者の年齢別，性別，健康状態等その個人又は世帯の実際の

必要の相違を考慮して，有効かつ適切に行うものとする。
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オ世帯単位の原則（10条）

保護は,世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする｡ただし，

これにより難いときは，個人を単位として定めることができる。

力種類（11条）

保護の種類には，生活扶助，教育扶助，住宅扶助，医療扶助，介護扶助，

出産扶助，生業扶助，葬祭扶助がある。

キ生活扶助（12条）

生活扶助は，困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対

して，衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの（1号）及び移

送（2号）の範囲内において行われる。

(2)生活扶助基準（乙1の1， ~1の2， 22）

~ ア生活扶助基準は，衣食などのいわゆる日常生活に必要な基本的かつ経常的

経費についての最低生活費を定めたものであり，基準生活費と加算に大別さ
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れる。

基準生活費は，個人単位に消費される経費（飲食費，被服費等）に対応す

る基準として年齢別に定められた第1類の表に定める個人別の額を合算し

た額（第1類費） と，世帯全体としてまとめて支出される経費（光熱水費，

家具什器費等）に対応する基準として世帯人員数別に定められた第2類の表

に定める世帯別の額（第2類費）との合計額である。

加算は，基準生活費において配慮されていない個別的な特別需要を補填す

ることを目的として設けられている。

イ現行の生活扶助基準は，世帯員の年齢，世帯構成及び所在地域によって，

基準額が決定されるが， これら相互の関係の基軸となるのは，標準世帯（夫

婦子1人の3人世帯）の基準額である。具体的には，まずは標準世帯の生活

扶助基準額を定め，これを一般世帯の消費実態の第1類費と第2類費の構成

割合を参考として，第1類費と第2類費に一定の割合で分けた上で，第1類
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